
令和１０年度(令和９年度実施)入学者選抜方法の予告について(概要)

①総合型選抜に関すること

●芸術体育・生活系教育専攻 募集人員の変更
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●地域枠出願資格の変更

出願する者は、次のいずれかに該当する者とします。
１）高等学校（特別支援学校の高等部を含む）もしくは中等教育学校を卒業見込みの者または卒業した者
２）文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程又は相当する課程を有するものとして認定又は指定した在外教育施設の当
該課程を卒業（修了）見込みの者または卒業（修了）した者

地域枠に出願する者は、次のいずれかに該当する者とします。
１）高等学校（特別支援学校の高等部を含む）もしくは中等教育学校を卒業見込みの者または卒業した者
２）文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程又は相当する課程を有するものとして認定又は指定した在外教育施設の当
該課程を卒業（修了）見込みの者（試験実施年度に卒業（修了）した者を含む）

※一般枠出願資格は変更ありません

●地域枠出願要件の変更

⑤ 卒業後は、宮城県以外の地域において教職に就くことを強く希望する者であること（地域定着枠のみ）。

⑤ 地域枠選考区分に対応した県に通学・居住実績または相当の理由があり、当該県において教職に就くことを強く希望し、
誓約できる者であること（地域枠のみ）。

●第１次選考について

志願倍率が、各教科の地域定着枠と一般枠を合わせて一般枠募集人員の４倍程度を超えた場合、地域定着枠の全教科及び該
当する教科の一般枠において、出願書類による第１次選考を実施します。

志願倍率が、各教科の地域枠と一般枠を合わせた募集人員の３倍程度を超えた場合、該当する教科の地域枠と一般枠におい
て、出願書類による第１次選考を実施する場合があります。

① 教員になろうとする強い意志を持つ者であること。なお、特別支援教育専攻志願者は、特別支援学校教員になろうとす
る強い意志を持つ者であること。

②学校推薦型選抜に関すること（特別支援教育専攻ー推薦要件の追加）

地域枠を再編し、選考区分に
県指定を導入
（宮城県枠・山形県枠・福島
県枠を創設）

・地域枠の（ ）内県名は出願要件⑤（後述）に対応した県
である

・各選考区分の合格者が募集人員に満たない場合、その分の
募集人員を教科内の他の選考区分または他の教科に振り分け
ることがある


